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会       議       記       録 

会議の名称 議会運営委員会 
会議場所 全員協議会室 

担当職員 小野 

日   時 令和６年９月１０日（火曜日） 
開 議 午後３時５０分 

閉 議 午後４時０７分 

出 席 委 員 
◎福井 ○木村 竹内 大石 三上 山本 平本 

＜菱田議長、浅田副議長＞ 

執 行 機 関 

出 席 者 
 

事 務 局 

出 席 者 

吉田事務局長、数井次長、野澤副課長兼総務係長事務取扱、小野議事調査係長、 

福沢主査 

傍 聴 可 市民２名 報道関係者０名 
議員１４名（大西、林、法貴、小林、 

土岐、片山、冨谷、大塚、山木、小川、 

松山、齊藤、梅本、西口） 

会 議 の 概 要 
 

１５：５０ 

[福井委員長 開議] 

 

１ ９月１３日の議事等について 

[事務局長 説明] 

＜福井委員長＞ 

９月１３日に追加議案の提案はない。本日の本会議後が当初提案議案に対する質疑

の通告期限であったが、通告はなかった。決算関係議案４２議案については、特別

委員会への付託となるため、付託する際に簡易表決で議決いただくので承知願う。

９月１３日の議事等については、このとおりの日程で進めることでよいか。 

―全員了― 

 

２ 請願について 

○健康保険証について廃止延期をふくむ慎重な取り扱いを求める請願【別紙№１】 

[事務局長 説明] 

＜福井委員長＞ 

今議会で審査する請願は、「健康保険証について廃止延期をふくむ慎重な取り扱い

を求める請願」の１件である。内容は請願文書表のとおりであるので確認いただき

たいが、その内容から環境市民厚生常任委員会に付託することでよいか。 

―全員了― 

＜福井委員長＞ 

提出者が意見陳述を申し出ておられるので、対応をよろしくお願いする。 

 

３ 陳情・要望について 

（１）ケア労働者の持続的な賃上げと人員確保の保障を国に求める意見書提出に 

関する陳情 

（２）母（王乖彦(オウカイゲン)）が中国で不法に逮捕されている件に関する陳情 

（３）地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望 
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（４）女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める要望【別紙№２】 

 [事務局長 説明] 

＜福井委員長＞ 

 それぞれの陳情・要望の提出方法は。 

＜事務局長＞ 

 （１）ケア労働者の持続的な賃上げと人員確保の保障を国に求める意見書提出に関

する陳情と（２）母（王乖彦(オウカイゲン)）が中国で不法に逮捕されている件に

関する陳情は郵送、（３）地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援

の要望と（４）女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める要望は持参

されている。 

＜福井委員長＞ 

前回の議会運営委員会以後に、新たに「女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな

批准を求める要望」を受理している。今回取り扱う４件の陳情・要望であるが、（１）

ケア労働者の持続的な賃上げと人員確保の保障を国に求める意見書提出に関する

陳情、（３）地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望は、その

内容から環境市民厚生常任委員会へ、（２）母（王乖彦(オウカイゲン)）が中国で不

法に逮捕されている件に関する陳情と（４）女性差別撤廃条約選択議定書のすみや

かな批准を求める要望は、総務文教常任委員会へ送付することが適当であると考え

るがどうか。 

―全員了― 

＜福井委員長＞ 

そのように取り扱うこととする。 

 

４ 決算特別委員会について 

[事務局長 説明] 

＜福井委員長＞ 

決算特別委員会の日程は【別紙№３】のとおり予定している。また、先例・申合せ

により、委員長は浅田副議長、副委員長は林産業建設常任委員長に務めていただく

ので確認願う。 

―全員了― 

 

５ その他 

 （１）広報広聴会議の取組について【別紙№４】 

＜大塚広報広聴会議委員長＞ 

 「わがまちトーク」を開催するにあたって、広報広聴会議でそれぞれの役割につい

て協議を行った。１０月８日（火）に開催する「かめたんレザミ tetote（各種団体

版）」と１１月７日（木）に開催する「はたちの会実行委員会（各種団体版）」につ

いては、広報広聴会議委員で対応する。１０月１８日（金）に開催する「本梅町自

治会（自治会版）」については、事前に各常任委員会で決定していただいた議員にご

協力いただきたいと考えており、役割分担（案）を作成したので、内容を確認して

いただきたい。議長には、すべての開催日の冒頭にあいさつを行っていただく。な

お、当日は録音を行わず、議会のファシリテーション研修で実施したように、模造

紙と付箋を使用して、参加者からできるだけ多くの意見を徴取し、話し合う形をと

りたいと思っている。意見の中には、どうしても市や議会に要望されたいというこ
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ともあると思うが、その要望については、必要に応じて各常任委員会に振り分け、

執行部へ情報提供するなどの対応を行っていきたいと考えている。また、９月２７

日（金）の決算特別委員会全体会終了後に全員協議会室で、わがまちトーク本梅町

自治会担当者会議を開催するので該当議員には出席願う。 

（２）各委員会（議案審査等）の日程 

（３）意見書等提出期限 

（４）討論通告期限 

（５）次回の議会運営委員会等【別紙№５】 

 

散会 １６：０７ 


